
「観光地の混雑状況に関する基礎調査」に関する業務委託に係る 

受託候補者選定審査基準及び企画提案書作成要領 

 

＜受託候補者選定審査基準＞ 

１ 選定基準 

次の項目について、企画提案書、類似業務実績及び見積書を「観光地の混雑状況に関

する基礎調査」に関する業務受託候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）にお

いて項目別に評価し、最も高い合計点を得たものを受託候補者として選定する。 

選定に当たっては、本事業の趣旨の理解度、企画の水準、実効性、取組体制の事業遂

行能力その他事情を総合的の評価し選定するものとする。 

 

２ 評価方法 

⑴ 点数配分は「３ 提案評価項目表」のとおりとする。 

⑵ 選定委員会は、各項目についてＡ～Ｅの評価を行う。 

 

３ 提案評価項目表 

評価項目 評価事項 
評価点 

（満点） 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

調査 

（４０点） 

観光地の混雑対策をはじめ

とした本市の観光課題対策

を十分に理解したうえで、

より効果的な時期・時間帯・

場所等の提案となっている

か。 

２０ ２０ １６ １２ ８ ４ 

観光地の混雑傾向等の比

較・分析を行うことを見据

えて、先端技術の活用等、よ

り効果的な調査手法となっ

ているか。 

２０ ２０ １６ １２ ８ ４ 

調査結果の 

とりまとめ及び 

比較・分析 

（２０点） 

調査結果は、データ形式や

分類など、本市職員がより

比較・分析しやすい提案と

なっているか。 

１０ １０ ８ ６ ４ ２ 

比較・分析結果については、

マップやグラフなど、より

視覚的にわかりやすい提案

となっているか。 

１０ １０ ８ ６ ４ ２ 

独自提案 

（１０点） 

仕様書の趣旨・目的に適し

た独自の提案があるか。 
１０ １０ ８ ６ ４ ２ 



スケジュール 

（１０点） 
スケジュールは適切か。 １０ １０ ８ ６ ４ ２ 

過去の業務実績 

（１０点） 

観光地の混雑対策をはじめ

とする観光課題対策の業務

実績が豊富か。 

１０ １０ ８ ６ ４ ２ 

見積価格 

（１０点） 
見積価格は安価か。 １０ １０ ８ ６ ４ ２ 

合 計 １００ ― 

 

４ 失格 

次の要件に該当する場合は、失格とする。 

⑴ 提出された見積金額が委託金額の上限を超えている。 

⑵ 企画提案書に作成要領の提案評価項目表で示す事項が記載されていない。 

⑶ 提案内容が仕様を満たしていない。  

 

５ 決定及び通知 

受託候補者の選定は、令和８年３月３１日（火）を予定している。審査結果は、各応募

者に通知するほか、京都市情報館（ホームページ）に掲載する。 

 

 

  



＜企画提案書作成要領＞ 

１ 様式 

Ａ４判縦長横書きとすること（任意様式）。 

 

２ 留意事項 

 ⑴ 評価者が漏れなく正確に評価できるよう、「受託候補者選定審査基準」の３「提案

評価項目表」に沿って作成すること。 

 

⑵ 企画提案書には以下の内容を記載すること。 

ア 業務実施体制 

イ 業務方針・計画 

ウ 実施日時・場所 

エ 調査・分析手法 

オ 実施に向けたスケジュール 

カ 会社概要 

 

⑶ 提案内容は、専門知識を有していない者でも理解できるよう分かりやすい内容とす

ること。 

 

⑷ その他 

ア 提出資料に係る作成経費等は応募者の負担とする。 

イ 提出資料は返却しない。 


